
薬局における退院時共同指導料の算定回数の推移

○ 薬局での退院時共同指導料の算定回数は令和２年度を除き増加傾向であるが、多くない。

退院時共同指導料 ６００点

【算定要件】

保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該
患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に
関する説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護師若しくは准看護師と共
同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中１回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大
臣が定める疾病等の患者については、当該入院中２回に限り算定できる。

※原則として、薬局の薬剤師が医療機関に赴いて行われるが、医療資源の少ない地域に属するものであって、やむを得

ない事情により、医療機関に赴くことができないときは、ビデオ通話を用いて共同指導を行った場合でも算定可能である。

退院時共同指導料の算定回数（回数／各年６月審査分）

出典：社会医療診療行為別統計（各年６月審査分） 71
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退院時における保険医療機関と薬局の連携

 退院時薬剤情報管理指導料について、患者の退院時における保険医療機関から保険薬局への
情報提供に関する記載について見直しを行う。

退院時薬剤情報管理指導料

［留意事項通知（抜粋）］

（１） 退院時薬剤情報管理指導料は、医薬品の副作用や相互作用、重複投薬を防止するため、患者の入院時に、必要に応じ
保険薬局に照会するなどして薬剤服用歴や患者が持参した医薬品等（医薬部外品及びいわゆる健康食品等を含む。）を確認
するとともに、入院中に使用した主な薬剤の名称等について、患者の薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳（区分番号「Ｂ０１
１―３」薬剤情報提供料の（２）に掲げる手帳をいう。以下同じ。）に記載した上で、患者の退院に際して当該患者又はその家族

等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に、退院の日１回に限り算定する。なお、ここでいう退院
とは、第１章第２部通則５に規定する入院期間が通算される入院における退院のことをいい、入院期間が通算される再入院に
係る退院日には算定できない。

（２）、（３）略

（４） 患者の退院に際して、当該患者又はその家族等に、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導（保険医療機関を受診
する際や保険薬局に処方箋を提出する際に手帳を掲示する旨の指導を含む。）を行うとともに、退院後の療養を担う保険医療
機関での投薬又は保険薬局での調剤に必要な服薬の状況及び投薬上の工夫に関する情報について、手帳に記載すること。
なお、退院後、在宅療養を必要とする患者であって、手帳にかかりつけ薬剤師の氏名が記載されている場合は、退院後の薬
学的管理及び指導に関しかかりつけ薬剤師への相談を促すように努めること。

また、入院時に当該患者が持参した医薬品の服薬状況等について保険薬局から提供を受けた場合には、患者の退院に際
して、患者の同意を得たうえで、当該保険薬局に対して当該患者の入院中の使用薬剤や服薬の状況等について情報提供す
ること。

平成30年度診療報酬改定
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３．働き方に関する調査 ①薬局の施設調査

はい

238(16.2%)

いいえ
1,077(73.2%)

無回答
157(10.7%)

n=1,472

○ かかりつけ患者等の入院時、医療機関へお薬手帳以外の書面を用いて
情報提供を行うことがある割合は16.2％であった。

○ このうち、平成31年１月～令和元年12月の１年間における情報提供の
きっかけは、「入院先の医療機関から問い合わせ等があったため」が
71.0％で最も多い。

２．薬局 (3)医療機関等との連携体制
（患者入院時の医療機関への情報提供）
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(71.0％)
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0.0 20.0 40.0 60.0 80.0
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入院先の医療機関から問い合わせ等があったため

入院予定先の医療機関から情報提供があったため

患者が入院予定先を教えてくれたため

入院先以外の患者のかかりつけの医師等から情報

提供があったため

その他

無回答

n=238 （複数回答）

（件）(薬局)

情報提供の有無 情報提供のきっかけ

第９回 薬剤師の養成及び
資質向上等に関する検討会

令和３年６月４日 参考資料２
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３．働き方に関する調査 ①薬局の施設調査

155
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(47.7％)
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無回答

はい

325(22.1%)

いいえ
973(66.1%)

無回答

174(11.8%)

n=1,472 n=325

（件）

○ かかりつけ患者等の退院時、医療機関から情報を共有する体制がある
割合は22.1％であった。

○ このうち、平成31年1月～令和元年12月の１年間における医療機関か
らの情報提供の手段としては「医療機関主体による、書面での提供を
待つ」が61.8％と最も多い。

２．薬局 (3)医療機関等との連携体制
（患者退院時の医療機関からの情報提供）

201
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医療機関主体による、書面での提供を待つ

薬局から医療機関に問い合わせる

医療機関主体の退院時カンファレンスに参加する

その他

無回答

n=325 （複数回答）

（件）

情報提供の有無 情報提供の手段

(薬局)

第９回 薬剤師の養成及び
資質向上等に関する検討会

令和３年６月４日 参考資料２

74



３．働き方に関する調査 ①薬局の施設調査
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参加した
23(1.6%)

参加したかったが、

会議の実施がなかった
324(22.0%)

普段から参加

していない
887(60.3%)

無回答
238(16.2%)

n=1,472 n=23

（件）

○ 令和２年９月における退院時カンファレンスへの参加実績は1.6％で
あったが、「参加したかったが会議実績がなかった」が22.0％であり、
参加意思のある薬局が約２割であった。

○ 参加実績のある薬局のうち、参加回数は「１回／１カ月」が最も多い
（73.9％）。

２．薬局 (3)医療機関等との連携体制
（関係会議等への参加①（退院時カンファレンス））

参加実績の有無 参加回数

(薬局)

第９回 薬剤師の養成及び
資質向上等に関する検討会

令和３年６月４日 参考資料２
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